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連合兵庫 第２０期 第１回 政策・制度検討委員会 
 

日時 202６年１月１９日（月） １０：３０～１２：００ 

場所 兵庫勤労福祉センター ２階会議室  

 

Ⅰ．開会あいさつ（長谷川事務局長） 

 

 

Ⅱ．委員長・副委員長の選出 

 

 

Ⅲ．委員長あいさつ（以後座長） 

（         ） 副会長（政策・制度検討委員会委員長） 

 

 

Ⅳ．委員会構成の確認  出席１６名（会場１０名、Web３名）・欠席１名・事務局３名）  

№ 役職 構成組織 委員氏名 
出欠 

所属労組名 
新旧 ＃１ ＃２ 

1 担当副会長 基幹労連 北川  宜孝  ○  三菱重工労働組合神戸造船支部 

2 担当副会長 情報労連 松尾  健作 新 ○  NTT労働組合兵庫分会 

3 委員 ＵＡゼンセン 阿部  克寿  ○  ＵＡゼンセン兵庫県支部 

４ 基幹労連 藤本  幸太 新 ○  基幹労連兵庫県本部 

5 自治労 森    哲二  ○  自治労兵庫県本部 

6 電機連合 堀井  説也  ○  電機連合兵庫地方協議会 

7 兵教協 谷    哲一 新 ○  兵庫県教職員組合 

8 自動車総連 山元  耀司 新 ○  兵庫三菱自動車販売労働組合 

9 ＪＡＭ 黒石  尚稔 新 ✕  JAM山陽兵庫県連絡会 

10 ＪＰ労組 西山  博章 新 W  JP労組兵庫連協 

11 フード連合 柳井  報生 新 ○  伊藤ハム米久労働組合 

12 電力総連 松本  成悟  W  関西電力労組兵庫地区本部 

13 私鉄総連 黒澤  允裕     W  山陽電鉄労組 

１４ 情報労連 満﨑  太郎  ○  NTT労働組合兵庫分会 

１５ 事務局長  長谷川尚吾  ○  事務局総括 

１６ 副事務局長  森田  直樹  ○  政策・労働局 

１７ 担当部長  小澤  雄司 新 ○  政策・労働局 

 

Ⅴ．報告事項（２０２５年８月２６日以降） 

（１）第６回政策・制度検討委員会 

日  時  ２０２５年８月２６日(火) １６：００～１７：００ 

場  所  兵庫勤労福祉センター 

出席者  1１名（会場６名、Web１名、事務局４名） 

内  容  ２０２５年度政策・制度要請に対する意見集約について 
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（２）兵庫県議会議員との意見交換会 

日  時  ２０２５年９月５日（金） １０：００～１１：３０ 

場  所  兵庫勤労福祉センター 

出席者  ひょうご県民連合７名、連合兵庫１３名 

内  容  １）２０２６年度 兵庫県への政策・制度要請について 

        ２）２０２６年度当初予算に対する重要政策提言について 

        ３）意見交換 

 

（３）兵庫県への政策・制度要請 

日  時  ２０２５年９月１６日（火） １５：００～１５：３０ 

場  所  兵庫県庁２号館 

出席者  連合兵庫   那須、北川、長谷川(尚)、森田、田中 

兵庫県     服部副知事、小林産業労働部長、塩見産業労働部次長、 

常陰労政福祉課長 

内  容  １）２０２６年度政策・制度要請書の手交 

２）連合兵庫より要請趣旨説明 

３）意見交換 

 

（４）兵庫労働局への政策・制度要請 

日  時  ２０２５年９月１６日（火）1６：１５～１６：４５ 

場  所  兵庫労働局（局長室） 

出席者  連合兵庫   那須、北川、長谷川(尚)、森田、田中 

兵庫労働局 金成局長、板松総務部長、池上雇用環境・均等部長、 

内藤職業安定部長、植村企画課長 

内  容  １）２０２６年度政策・制度要請書の手交 

２）連合兵庫より要請趣旨説明 

３）意見交換 

 

（５）兵庫地域産業労働懇談会 

日  時  ２０２５年１２月１６日（火） 1６：０0～１７：００ 

場  所  兵庫労働局 

出席者  那須、北川、長谷川(尚)、西田、森田、日下、出石、髙見、小澤 

内  容  １）２０２６年度政策・制度要請に対する回答 

        ２）情報交換・意見交換 

 

Ⅵ．協議事項 

１．連合兵庫 第２０期（前半年度）年間活動日程について 

     別紙参照 

 

２．兵庫労働局 ２０２６年度政策・制度要請に対する回答検証について 

     別冊参照 

 

Ⅶ.次回 第２回政策・制度検討委員会 

        日  時  ２０２６年５月●日（●） 午後 

        場  所  兵庫勤労福祉センター 

        内  容  連合兵庫 ２０２６年度政策・制度要請のたたき台 
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Ⅷ．閉会挨拶（まとめ）   （         ）副会長（政策・労働対策専門委員会副委員長） 

 

 

以 上 


